
確
定
申
告

申
告
に
必
要
な
も
の

税
の
申
告
が
始
ま
り
ま
す

確
定
申
告
お
よ
び
、
町
県
民
税
・
国
民
健
康
保
険
税
・
後
期

高
齢
者
医
療
保
険
料
の
申
告
・
相
談
の
受
付
が
始
ま
り
ま
す
。

〈
申
告
・
相
談
受
付
期
間
〉

２
月
17
日
㈪
か
ら
３
月
17
日
㈪
ま
で

※
閉
庁
日
（
土
、
日
曜
日
）
は
行
っ
て
い
ま
せ
ん
。

税
務
課

確定申告・納税の期限

所得税および
復 興 特 別
所　得　税

消費税および
地方消費税

は
税
務

課
の
窓
口
に
収
集
箱

※ 

過
年
度
（
去
年
ま
で
）
の
確

定
申
告
や
修
正
申
告
、
更
正

の
請
求
、
青
色
申
告
、
営
業

等
・
農
業
・
不
動
産
の
収

支
内
訳
書
が
完
成
し
て
な
い

も
の
、
譲
渡
（
土
地
や
建
物
、

株
式
な
ど
）
、
雑
損
控
除
、

住
宅
借
入
金
等
特
別
控
除
適

用
の
１
年
目
な
ど
は
ご
利
用

で
き
ま
せ
ん
。
海
田
税
務
署

を
ご
利
用
く
だ
さ
い
。

※土、日曜日を除く。
※ ３月４日㈫、５日㈬は役場での相談は
行っていません。

町県民税・国民健康保険税・
後期高齢者医療保険料の申告

申告が必要な人
※所得税の確定申告をした人は不要です。
●平成26年１月１日現在、熊野町内に住所があ
る人で、平成25年中（平成25年１月～12月）に
収入があった人
●公的年金などの収入金額が400万円以下で、公
的年金などに係る雑所得以外の所得金額がある人
または、生命保険料などの控除のある人
●年末調整された給与所得以外に収入がある人
●平成25年中に退職した人
●雑損控除、医療費控除、寄付金控除（一定制限
有り）などを受ける人
●町内に住所はないが、事務所や家屋敷がある人
●国民健康保険、後期高齢者医療保険に加入して
いる人（申告することによって、税金が軽減され
ることもあります。遺族年金、障害者年金などを
受給している人や、疾病その他の事情により所得
が全くなかった人も必ず申告してください）

相談日 会　場 時　間 役
場
で
の
申
告受

付
に
つ
い
て

確定申告に関するお問い合わせは
海田税務署　 823‐２１３１

〒736-８５０５
海田町大正町1番13号

確
定
申
告
が
必
要
な
人

納
税
は
口
座
振
替
を

ご
利
用
く
だ
さ
い

に
せ
税
理
士
に

ご
注
意
く
だ
さ
い

復
興
特
別
所
得
税
が

創
設
さ
れ
ま
し
た

※ 

熊
野
町
民
会
館
で
の
事
前
相

談
会
（
出
張
相
談
会
）
は
本

年
か
ら
開
催
さ
れ
ま
せ
ん
の

で
、
ご
注
意
く
だ
さ
い
。

申
告
・
相
談
会
場

※ 土・日曜日の申告相談は行っておりませんので
ご注意ください。

会　　場 設置期間 受付時間
海田税務署

ＮＴＴクレドホール

確
定
申
告
書
の

作
成
・
提
出
は

ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ

ま
た
は
郵
送
な
ど
で

申
告
期
間
中
の
会
場
は
大
変

混
雑
し
ま
す
。

国
税
庁
ホ
ー
ム

ペ
ー
ジ
の
「
確
定
申
告
書
等
作

成
コ
ー
ナ
ー
」

「
国
税

電
子
申
告
・
納
税
シ
ス
テ
ム

（
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
）
」
は
１
月
14

日
か
ら
３
月
17
日
ま
で
24
時
間

利
用
で
き
ま
す

▽
国
税
庁
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽
ｅ
‐
Ｔ
ａ
ｘ
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ

▽
郵
送
先

※ 

税
務
署
の
時
間
外
収
受
箱
へ

の
投
函
に
よ
り
提
出
す
る
こ

と
が
で
き
ま
す
。


